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(57)【要約】
【課題】作溝器で形成した溝を確実に埋めることができ
る技術を提供することを課題とする。
【解決手段】フロートと、該フロートに取り付けられる
作溝器と、該作溝器で形成した溝内に施肥又は播種する
作業装置とを備える苗移植機に関する。前記作溝器の後
方には、該作溝器の側面から連続する側面を有する作溝
補助板が固定されるとともに、該作溝補助板の機体幅方
向の断面形状を下方かつ後方に向けて徐々に広がるよう
に形成したことを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フロートと、該フロートに取り付けられる作溝器と、該作溝器で形成した溝内に施肥又
は播種する作業装置とを備える苗移植機であって、
　前記作溝器の後方には、該作溝器の側面から連続する側面を有する作溝補助板が固定さ
れるとともに、該作溝補助板の機体幅方向の断面形状を下方かつ後方に向けて徐々に広が
るように形成したことを特徴とする苗移植機。
【請求項２】
　前記フロートの作溝器取り付け部分の両側方において、該フロートの下面の一部を上方
に向けて凹ませた請求項１に記載の苗移植機。
【請求項３】
　フロートと、該フロートに取り付けられる作溝器と、該作溝器で形成した溝内に施肥又
は播種する作業装置とを備える苗移植機であって、
　前記フロートの作溝器取り付け部分の両側方において、該フロートの下面の一部を上方
に向けて凹ませたことを特徴とする苗移植機。
【請求項４】
　前記フロートの後端部から後方に向けて突出して設けられ、かつ、前記作溝器によって
形成された溝に覆土する覆土器をさらに備え、
　前記覆土器は、圃場との接触によって回転可能な円盤状部材を備える請求項１から３の
何れか一項に記載の苗移植機。
【請求項５】
　前記円盤状部材は、その回転軸の高さ、傾斜角度、及び／又は、左右位置を調整可能で
ある請求項４に記載の苗移植機。  
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作溝器で形成した溝内に肥料を施す又は種子を播く作業装置を備える苗移植
機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１及び２には、田植機に備えられる施肥装置が開示されている。特許文献３に
は、田植機に備えられる播種装置が開示されている。これらの作業装置において、作溝器
は、フロートの下方に突出するように取り付けられており、作溝器によって形成された溝
に施肥又は播種が行われる。
　例えば、田植機に備えられた施肥装置では次のような一連の作業が行われる。まず、フ
ロートに取り付けられた作溝器によって溝を形成し、タンクに貯溜される肥料を所定量繰
り出して溝内に供給する。そして、田植機の植付作業機によって苗を植え付ける、若しく
は、播種機によって種子を播く作業が行われ、それらの作業後、フロート後部に固定され
た覆土板を用いて土を被せることで溝を埋めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－９７８４８号公報
【特許文献２】特開２０１１－７２２４３号公報
【特許文献３】特開２００８－２９２６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　土の硬さによってはフロートに固定された覆土板の取付角度を調整して、覆土板の当た
りを変えて強制的に覆土させる必要があった。例えば、覆土板の角度調整を行わずに硬い
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圃場で作業を行う場合、作溝された溝を十分に崩すことができずに、溝を埋めることがで
きない状況が発生し得た。
　本発明は、作溝器で形成した溝を確実に埋めることができる技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、フロートと、該フロートに取り付けられる作溝器と、該作溝器で形成した溝
内に施肥又は播種する作業装置とを備える苗移植機に関する。
　本発明の一実施形態は、前記作溝器の後方には、該作溝器の側面から連続する側面を有
する作溝補助板が固定されるとともに、該作溝補助板の機体幅方向の断面形状を下方かつ
後方に向けて徐々に広がるように形成したことを特徴とする。
　作溝器及び作溝補助板によって形成される溝は、下部の幅が上部の幅よりも大きくなる
ことから、溝の表面側が自然に崩れやすくなり、溝を確実に埋めることができる。
【０００６】
　本発明の別実施形態は、前記フロートの作溝器取り付け部分の両側方において、該フロ
ートの下面の一部を上方に向けて凹ませたことを特徴とする。
　フロート下面を上方に向けて凹ませることで、作溝器によって形成される溝の上端部か
ら上方に向けた土塊が形成される。この土塊は、不安定な状態で溝の表面から上方に突出
するように形成されることから、溝の表面側となる上部が自然に崩れやすくなり、溝を確
実に埋めることができる。
【０００７】
　前記フロートの後端部から後方に向けて突出して設けられ、かつ、前記作溝器によって
形成された溝に覆土する覆土器をさらに備え、前記覆土器は、圃場との接触によって回転
可能な円盤状部材を備えることが好ましい。
　前記円盤状部材は、その回転軸の高さ、傾斜角度、及び／又は、左右位置を調整可能で
あることがより好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の苗移植機によれば、作溝器で形成した溝を確実に埋めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】苗移植機の一実施形態である田植機の側面図である。
【図２】フロートに取り付けられる施肥装置の一部を示す拡大側面図である。
【図３】フロートに取り付けられる施肥装置の一部を示す分解斜視図である。
【図４】作溝器及び作溝補助板の端面形状を示す図である。
【図５】作溝器及び作溝補助板によって形成される溝を示す図である。
【図６】フロートの作溝器取り付け部分の両側方に凹みを設けた実施形態を示す背面図で
ある。
【図７】作溝器及びフロートの凹みによって形成される溝を示す図である。
【図８】作溝器、作溝補助板及びフロートの凹みによって形成される溝を示す図である。
【図９】覆土器の上面斜視図である。
【図１０】覆土器の下面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図１を参照して、苗移植機の一実施形態である田植機１の全体構成ついて説明す
る。田植機１は、走行機体２と、その後部に装着される植付作業機３とを備え、走行機体
２によって走行しつつ植付作業機３によって植付作業を行う。
【００１１】
　走行機体２は、エンジン４、エンジン４からの動力を変速するトランスミッション５、
エンジン４及びトランスミッション５を支持する機体フレーム６、エンジン４及びトラン
スミッション５から伝達される動力によって駆動される前輪７及び後輪８等を備える。
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　エンジン４及びトランスミッション５からの動力は、それぞれフロントアクスルケース
９、リアアクスルケース１０に伝達される。フロントアクスルケース１０は、機体フレー
ム６の前部に支持されるとともに、その左右両端部に前輪６が支承される。同様に、リア
アクスルケース１０は、機体フレーム６の後部に支持されるとともに、その左右両端部に
後輪８が支承される。機体フレーム６の上部は、ステップ１１によって被覆されており、
オペレータは、ステップ１１上を移動可能である。
【００１２】
　走行機体２の前後中途部に運転席１２が配置され、その前方に操向ハンドル１３、操作
ペダル１４、及び、ダッシュボード１５等が設けられる。ダッシュボード１５には、操向
ハンドル１３に加えて各種操作用の操作具、表示装置が配置されている。
【００１３】
　植付作業機３は、走行機体２に対して、昇降リンク機構２０を介して連結されている。
昇降リンク機構２０は、左右一対の上リンク２１及び下リンク２２、昇降シリンダ等を備
える。昇降シリンダによって下リンク２２、上リンク２１を回動させて植付作業機３を昇
降させる。
【００１４】
　植付作業機３は、植付アーム３１、植付爪３２、苗載台３３、フロート３４等を備える
。植付爪３２は、植付アーム３１に取り付けられている。植付作業機３は、トランスミッ
ション５から後方に向けて延出されるＰＴＯ軸１６によって駆動される。より詳細には、
ＰＴＯ軸１６から植付作業機３に設けられる植付伝動ケース３５に動力が伝達されて、植
付伝動ケース３５から植付アーム３１、植付爪３２に動力が分配される。
　植付アーム３１は、植付伝動ケース３５から伝達される動力によって回転する。植付爪
３２には、苗載台３３から苗が供給される。植付アーム３１の回転運動に伴って、植付爪
３２が圃場内に挿入され、所定の植え付け深さとなるように苗が植え付けられる。なお、
本実施形態では、ロータリ式の植付爪を採用しているが、クランク式のものを用いても良
い。
【００１５】
　［施肥装置］
　施肥装置４０は、肥料タンク４１、肥料タンク４１内の肥料を所定量ずつ繰り出す繰り
出し機構４２、フロート３４にそれぞれ取り付けられ、田面に肥料を供給するための溝を
形成する作溝器４３、作溝器４３の背面に固定され、後方が開口する作溝補助板４４、繰
り出し機構４２の繰出口と、作溝補助板４４の開口とを接続する供給ホース４５等を備え
る。肥料タンク４１及び繰り出し機構４２は、走行機体２の後端部に配置されている。フ
ロート３４における作溝補助板４４の後方には、覆土板４６が取り付けられる。覆土板４
６は、フロート３４の側面から側方に突出するようにして取り付けられる板状の部材であ
り、フロート３４に対して角度調整可能に取り付けられる。覆土板４６によって、作溝器
４３及び作溝補助板４４によって形成される溝に土が被せられる。
　肥料タンク４１内の肥料は、繰り出し機構４２によって適量繰り出された後、供給ホー
ス４５を通じて作溝器４３に向けて移送されて、作溝器４３及び作溝補助板４４により田
面に形成された溝中に放出される。
【００１６】
　図３及び図４に示すように、作溝器４３及び作溝補助板４４の断面形状は、作溝器４３
の幅が一定であることに対して、作溝補助板４４の幅は、下方かつ後方に向けて徐々に広
がるように形成されている。具体的には、作溝器４３の端面ＡからＣでは、一定の幅を有
しつつ深くなり、作溝補助板４４の端面Ｄから端面Ｆにかけて後方にいくに従って徐々に
下方に大きくテーパーするようになっている。言い換えれば、作溝補助板４４の下部が後
方に向けた末広がりに形成されている。
【００１７】
　図５に示すように、作溝器４３及び作溝補助板４４によって最終的に形成される溝Ｇは
、中途部から下方が裾広がりとなり、上部の幅が下部の幅よりも狭くなっている。これに
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より、溝Ｇの表面側となる上部が内側に向けて突出した形状となり、その形状により自然
に崩れやすくなり、作溝された溝を容易に埋めることができる。従って、土の状況によら
ずに溝を埋めやすくすることができ、土の状況に応じた覆土板４６の角度調整等が不要に
なる。
　また、作溝器４３の幅を一定として、作溝補助板４４の幅が下方に向けて末広がり、か
つ、後方に向けて徐々に広がるように設定している。つまり、作溝器全体（作溝器４３及
び作溝補助板４４）に対して部分的に傾斜部分を設けていることとなる。これにより、作
溝器４３及び作溝補助板４４の側方に土が溜まりにくくなり、作溝器全体に付着する土の
量が少なくなる。さらに、土が固まって付着した場合でも、直線部分から傾斜部分に変わ
る際に作溝中の土から受ける反力の方向が変わることに起因して、機体進行中に土が外れ
やすくなり、作溝器４３及び作溝補助板４４によって安定した溝を形成しやすくなる。
【００１８】
　以上の実施形態では、作溝器４３の後方に固定される作溝補助板４４によって溝の断面
形状を裾広がりとすることで、作溝された溝Ｇを崩れやすくしている。
　以下では、溝の断面形状を変更する以外の方法によって溝を崩れやすくする実施形態に
ついて説明する。
【００１９】
　図６に示すように、フロート３４の作溝器４３の取り付け部分の両側方において、下面
の一部を上方に向けて折り曲げることで、凹み５０が形成される。凹み５０は、作溝器４
３の側方に位置しており、作溝器４３の側面から連続するように凹んで設けられる。凹み
５０は、作溝器４３が固定されている前後方向の長さ全域に亘って設けられており、作溝
器４３による作溝と同時に凹み５０が作用するようにしている。
　図７に示すように、凹み５０によって、作溝器４３によって形成される溝Ｇの表面から
上方に突出するように土塊Ｈが形成される。溝Ｇの表面に不安定な土塊Ｈが存在すること
で、土塊Ｈが溝内に自然に崩れやすくなり、作溝された溝を容易に埋めることができる。
【００２０】
　そして、作溝補助板４４の外周形状に沿って形成される溝Ｇの断面形状による効果に加
えて、フロート３４の下面の凹み５０に沿って形成される土塊Ｈを溝Ｇの表面に形成する
ことによって、溝Ｇの表面側の重量を増やし、自然崩落効果をより向上できる。
　つまり、図８に示すように、下方、かつ、後方に向けて徐々に広がる外周形状を有する
作溝補助板４４によって形成される溝Ｇの表面側に、フロート３４の下面に設けられる凹
み５０による土塊Ｈが乗った状態となる。このように、溝Ｇは上下中途部より下方側が徐
々に広がる断面形状を有するとともに、溝Ｇの表面両縁部に土塊Ｈが形成される。これに
より、溝Ｇは自然に崩れやすくなり、より確実に溝を埋めることが可能となる。
【００２１】
　図９及び図１０に示すように、覆土板４６に換えて覆土器６０を設けても良い。
　覆土器６０は、フロート３４の後端から後方に突出するように配置されている。覆土器
６０は、圃場と接触することで回転するディスク６１と、ディスク６１を回転自在に支持
する支持部材６２とを備える。ディスク６１は、覆土板として機能する円盤状部材であり
、フロート３４の後端部中央から支持部材６２を介して両側方に向けて延出して配置され
ている。ディスク６１は、その平面部分をフロート３４の側方に向けるように支持されて
おり、圃場との接触によって後方回転する。
　このように、覆土器６０の覆土板を回転ディスク６１として構成することにより、圃場
に藁が堆積した状態でも覆土器６０に藁が付着し固まることを防止できる。
【００２２】
　支持部材６２は、ディスク６１の回転軸を支持し、その高さ、傾斜角度、及び、左右位
置を調整可能に構成される。
　支持部材６２は、フロート３４の後端部に固定され、後方に向けて延出されるステー６
３と、ステー６３の後端に設けられる左右の長穴６３ａに締結固定されるブラケット６４
・６４と、各ブラケット６４の下面から下方に向けて延出される縦軸６５と、縦軸６５に
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可能）に取り付けられる横軸６６と、横軸６６に対して軸方向に移動可能（前後左右位置
調整可能）、かつ、横軸６６に対して回転可能（角度調整可能）に取り付けられる回転支
軸６７とを備える。ディスク６１は、回転支軸６７に回転自在に支持される。
　これらの軸間の位置調整機能及び角度調整機能は、例えば、縦軸６５に対して近接離間
する締結部材を有する筒を縦軸６５に配置して、その筒に横軸６６を固定することで、筒
の固定位置及び固定角度を変更することで実現可能である。
【００２３】
　ブラケット６４は、機体幅方向に沿って設けられる長穴６３ａへの固定位置を変更する
ことができる。これにより、ディスク６１の左右位置を調整可能となる。つまり、ディス
ク６１と作溝された溝Ｇとの距離を調整可能であり、溝Ｇに対して覆土する量を調整でき
る。
【００２４】
　横軸６６は、上下方向に設けられる縦軸６５への固定位置を変更することができる。こ
れにより、ディスク６１の高さを調整可能となる。また、横軸６６の縦軸６５への固定部
分は、縦軸６５に対して回転可能である。これにより、ディスク６１の傾斜角度（より詳
細には、ディスク６１の進行方向に対する傾斜角度）を調整可能となる。つまり、ディス
ク６１の圃場に対して当たる面積を調整することが可能であり、ディスク６１を進行方向
に対して角度を大きく付けた場合は覆土量が多くなり、他方、角度を小さくした場合は、
圃場に溜まる藁を拾いにくくなる。
【００２５】
　回転支軸６７は、横軸６６への固定位置を変更することができる。これにより、ディス
ク６１の左右位置及び前後位置を調整可能となる。また、回転支軸６７の横軸６６への固
定部分は、横軸６６に対して回転可能である。これにより、ディスク６１の傾斜角度（よ
り詳細には、ディスク６１の圃場に対する傾斜角度）を調整可能となる。つまり、ディス
ク６１の圃場から受ける抵抗を調整することが可能であり、ディスク６１を寝かせた状態
では圃場からの抵抗が小さくなり覆土量が少なくなる。他方、ディスク６１を立てた状態
では圃場との抵抗が大きくなり覆土量が多くなる。
　以上のように、ディスク６１の回転支軸６７の高さ、傾斜角度、及び、左右位置を調整
可能とすることで、圃場条件、作業条件等に応じて最適な覆土を実施できる。
【００２６】
　以上の実施形態では、作業装置として施肥装置４０を備える田植機１について説明した
が、施肥装置４０に換えて、同様の作溝構造を有する播種装置を備える他の苗移植機につ
いても本発明を適用することは可能である。
【符号の説明】
【００２７】
　１：田植機、３４：フロート、４０：施肥装置（作業装置）、４３：作溝器、４４：作
溝補助板、４６：覆土板、５０：凹み、６０：覆土器、６１：ディスク（円盤状部材）  
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